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定款細則１号

評議員選任・解任委員会運営規則

① 招集時期 1. 評議員の任期が満了する前。

2. 評議員を補充又は解任するとき。

② 招集者 理事長が行う。

２ 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名す

る他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。

３ 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項につ

いては、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。

③ 委員 理事会において選出する。

２ 委員は次の５名で構成する。

監事１名、事務局員１名、外部委員３名 合計５名

④ 出席者 次の役職員とする。但し、議決は委員をもって行う。

1  委員 ５名 外部委員・監事・事務局員

2  理事長（招集者）１名

3  理事及び事務局員若干名 提案説明・質疑応答・議事録作成

⑤ 招集事項 日時、場所、議案等は理事会で決定する。

⑥ 任期 ４年（再任を妨げない）。

⑦ 議長 招集者である理事（長）

⑧ 議事録 事務局員は議事録を作成し、議長と出席した委員のうち１名が記名押印する。

評員会や理事会の議事録と同様に10年間保存する。

（注） 第６条（評議員の選任及び解任）

　この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会に

おいて行う。

２　評議員選任・解任委員会は、監事１名、事務局員１名、外部委員３名の合計５名で構成する。

３　選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての

　細則は、理事会において定める。

４　選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断

　した理由を委員に説明しなければならない。

５　評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、

　外部委員の２名以上が出席し、かつ、外部委員の2名以上が賛成することを要する。

この細則は平成29年4月1日より施行する。



定款細則２号

評議員会運営規則

① 招集時期 定款で定められた時期。

② 招集者 理事長が行う。

２ 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名す

る他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。

３ 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項につ

いては、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。

③ 委員 評議員選任・解任委員会で決める。定数及び任期は定款で定める。

④ 出席者 次の評議員等とする。但し、議決は評議員をもって行う。

1  評議員 ７名

2  理事長（招集者）１名

3  監事 １名又は２名 監査報告

4  理事 若干名 事業報告説明等

5  事務局員 若干名 事業報告補足説明・議事録作成

⑤ 招集通知 評議員に対して、招集事項を記載した招集通知を評議員会の日の１週間前ま

でに書面で通知する。

２ あらかじめ招集通知で定められた議題以外の事項を決議することはでき

ない。

３ 評議員は、理事長に対して評議員会の議題及び招集の理由を示して評議

員会の招集を請求することができる。ただし、この請求は評議員会の日

の４週間前までにしなければならない。

⑥ 招集事項 日時及び場所、議題、議案等は理事会で決める。

⑦ 議長 会議の議長は、理事（長）及び出席した評議員の中からその都度選任する。

⑧ 議事録 事務局員は議事録を作成し、会議に出席した評議員のうち２名と議長が記名

押印する。（又は、作成した事務局員が、自ら記名押印する。）

（注） 第11条（開催）

　評議員会は定時評議員会として毎年６月に１回開催するほか、必要がある場合に開催する。

第５条（評議員の定数）

　この法人に評議員７名を置く。

第７条（評議員の任期）

　評議員の任期は選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結

の時までとし、再任を妨げない。

この細則は平成29年4月1日より施行する。



定款細則３号

理事会運営規則

① 招集時期 必要の都度。

② 招集者 理事長が行う。

２ 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名す

る他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。

３ 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項につ

いては、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。

③ 出席者 次の役職員とする。但し、議決は理事をもって行う。

理事

監事

施設長

事務局員

④ 招集事項 日時、場所、議案等は理事長がこの定款及び経理規程、運営規程等に基づき

関係者と協議して決める。

⑤ 議長 会議の議長は、理事長及び出席理事の中からその都度選任する。

⑥ 議事録 事務局員は議事録を作成し、当該理事会に出席した理事長と監事が記名押印

する。

２ 当該理事会に理事長が出席しなかったときは、出席した理事と監事の全

員が記名押印する。

（注） 社会福祉法第45条の14第６項

　議事録が書面で作成されているときは、出席した理事（定款で署名又は記名押印しなければらない

者を出席した理事長と定めた場合には、当該出席した理事長）及び監事が署名又は記名押印しなけれ

ばならない。

この細則は平成29年4月1日より施行する。



定款細則４号

報酬等の支給の基準

① 評議員・理事・監事の報酬は、定款の規定により無報酬とする。

② 評議員の報酬を定めるときは、定款で定める。

２ 監事の報酬は定款で定める。定款にその額を定めていないときは、評議員会で定める。

３ 理事の報酬は定款で定める。定款にその額を定めていないときは、評議員会で定める。

③ 報酬支給を実行するときは、役員等報酬の内容を盛込んだ規定を別途定めて行う。

２ その際の支給基準は以下の通り

1. 常勤か非常勤かの勤務形態に応じた区分を定める。

2. 役職に応じた一人当たりの上限額を定める。

3. 算定の基礎について、法人として説明責任を果たすことができる基準となるよう

定める。

３ 支給の時期及び支給の手段（銀行振込が現金支給か）は別に定める。

（注） 第８条（評議員の報酬等）

評議員の報酬は、無報酬とする。

ただし、評議委員会において別に定める報酬基準に従い、交通費等の実費を支給することを妨げない。

第21条（役員の報酬等）

理事及び監事の報酬は、無報酬とする。

ただし、評議委員会において別に定める報酬基準に従い、交通費等の実費を支給することを妨げない。

この細則は平成29年4月1日より施行する。



定款細則５号

理事長の日常の専決業務

① 施設長等の任免その他重要な人事を除く職員の任免。

② 職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること。

③ 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他

やむを得ない特別の理由があると認められるもの。但し、法人運営に重大な影響があるも

のを除く。

２ なお、当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会におい

て選任する他の理事が専決する。

④ 設備資金の借入に係る契約にあって予算の範囲内のもの。

２ なお、当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会におい

て選任する他の理事が専決する。

⑤ 建設工事請負や物品納入等の契約のうち次のような軽微なもの。

ア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入

イ 施設設備の保守管理、物品の修理等

ウ 緊急を要する物品の購入等

２ この場合、当該契約においては下表に掲げられた契約の種類に応じ定められた額を超

えないものとする。

1 工事又は製造の請負 250 万円

2 食料品・物品等の買入れ 160 万円

3 前各号に掲げるもの以外 100 万円

３ なお、当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会におい

て選任する他の理事が専決する。

⑥ 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分。

但し、法人運営に重大な影響があるものを除く。

２ この場合、当該契約においては下表に掲げられた契約の種類に応じ定められた額を超

えないものとする。

1 建物・構築物 250 万円

2 機械及び装置・車両運搬具 250 万円

3 器具及び備品 100 万円

4 ソフトウエア 100 万円

３ なお、当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会におい

て選任する他の理事が専決する。

金額

契約の種類 金額

契約の種類



⑦ 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められ

る物品の売却又は廃棄。但し、法人運営に重大な影響があるものを除く。

２ この場合、当該物品の帳簿価額が下表に掲げられた固定資産の種類に応じ定められた

額を超えないものとする。

1 建物・構築物 125 万円

2 機械及び装置・車両運搬具 125 万円

3 器具及び備品 50 万円

4 ソフトウエア 50 万円

３ なお、当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会におい

て選任する他の理事が専決する。

⑧ 予算上の予備費の支出と施設の運営に支障ない範囲での科目間の流用。

２ 本項を行うにあたっては、児発第299号通知（保育所運営費の経理等について）並びに

関係諸通知に規定する内容基準を満たしていることが前提となる。

⑨ 入所者・利用者の日常の処遇に関すること。

⑩ 寄附金の受入れに関する決定。但し、法人運営に重大な影響があるものを除く。

⑪ 上記の各号に準じていると判断されるその他の日常の軽易な業務。

この細則は平成29年4月1日より施行する。

平成17年12月1日　一部修正する。

契約の種類 金額



定款細則６号

理事長の職務の代理

　理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事

長の職務を代理する。

２ 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において

選任する他の理事が理事長の職務を代理する。

この細則は平成29年4月1日より施行する。

平成17年12月1日　一部修正する。



定款細則４号 別表

別表
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